
1 （県立学校人事課） 

件  名 

埼玉県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由  

 県立三郷特別支援学校三郷北分校、県立上尾かしの木特別支援学校大宮商業分

校及び県立所沢おおぞら特別支援学校新座柳瀬分校の設置に伴い、定員数等を定

めるため、埼玉県立特別支援学校管理規則の一部を別紙のとおり改正したいので

審議願います。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

  埼玉県立特別支援学校の管理運営の基本的事項について定めるもの 

２ 改正の内容 

 ⑴ 第２条の改正 

   分校を設置する学校として県立三郷特別支援学校、県立上尾かしの木特別

支援学校及び県立所沢おおぞら特別支援学校を加える。 

第６６号議案 
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 ⑵ 別表（第３条関係）の改正 

   県立三郷特別支援学校、県立上尾かしの木特別支援学校及び県立所沢おお

ぞら特別支援学校の分校・部科名、修業年限、定員数及び入学資格を規定す

る。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 



 

埼玉県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則 新旧対照表                           （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

埼玉県立特別支援学校管理規則 埼玉県立特別支援学校管理規則 

第一条 （略） 第一条 （略） 

  

（分校） （分校） 

第二条 分校を設置する学校、分校の名称及び分校の位置は、次のとおりと

する。 

第二条 分校を設置する学校、分校の名称及び分校の位置は、次のとおりと

する。 

 分校を設置する学校 分校の名称 分校の位置   分校を設置する学校 分校の名称 分校の位置  

 
（略） （略） （略） 

  
（略） （略） （略） 

 

 埼玉県立久喜特別支

援学校 

埼玉県立久喜特別

支援学校白岡分校 

白岡市高岩字谷中

二百七十五番地の

一 

  埼玉県立久喜特別支

援学校 

埼玉県立久喜特別

支援学校白岡分校 

白岡市高岩字谷中

二百七十五番地の

一 

 

 埼玉県立三郷特別支

援学校 

 

埼玉県立三郷特別

支援学校三郷北分

校 

三郷市大字大広戸

字目子沼通八百八

番地 

  （新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 埼玉県立上尾かしの

木特別支援学校 

 

埼玉県立上尾かし

の木特別支援学校

大宮商業分校 

さいたま市見沼区

大和田町一丁目三

百五十六番地 

  （新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 埼玉県立所沢おおぞ

ら特別支援学校 

埼玉県立所沢おお

ぞら特別支援学校

新座柳瀬分校 

新座市大和田四丁

目十二番一号 

  （新設） （新設） （新設）  

  

第三条～第十三条 （略） 第三条～第十三条 （略） 

  

別表（第三条関係） 別表（第三条関係） 

 
学校名 分校・部科名 

修業 

年限 
定員数 入学資格 

  
学校名 分校・部科名 

修業 

年限 
定員数 入学資格 

 

 
（略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略） 

 

 埼玉県立

三郷特別

支援学校 

小学部 六年   学校教育法

に規定する

学齢児童で

  埼玉県立

三郷特別

支援学校 

小学部 六年   学校教育法

に規定する

学齢児童で
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知的障害の

ある者 

知的障害の

ある者 

   中学部 三年   学校教育法

に規定する

学齢生徒で

知的障害の

ある者 

    中学部 三年   学校教育法

に規定する

学齢生徒で

知的障害の

ある者 

 

   高等部 三年 八九 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者 

   高等部 三年 八九 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者 

 

 三郷北

分校 

高等部 三年 四八 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者で知

的障害のあ

るもの 

  （新設） （新設） （新設） （新設）  

 
（略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略） 

 

 埼玉県立

上尾かし

の木特別

支援学校 

小学部 六年   学校教育法

に規定する

学齢児童で

知的障害の

ある者 

  埼玉県立

上尾かし

の木特別

支援学校 

小学部 六年   学校教育法

に規定する

学齢児童で

知的障害の

ある者 

 

   中学部 三年   学校教育法

に規定する

学齢生徒で

知的障害の

ある者 

    中学部 三年   学校教育法

に規定する

学齢生徒で

知的障害の

ある者 

 

   高等部 三年 九〇 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者 

    高等部 三年 九〇 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者 

 

 大宮商 高等部 三年 四八 中学部を卒   （新設） （新設） （新設） （新設）  
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業分校 業した者又

はこれに準

ずる者で知

的障害のあ

るもの 

 埼玉県立

所沢おお

ぞら特別

支援学校 

小学部 六年   学校教育法

に規定する

学齢児童で

知的障害の

ある者又は

肢体不自由

である者 

  埼玉県立

所沢おお

ぞら特別

支援学校 

小学部 六年   学校教育法

に規定する

学齢児童で

知的障害の

ある者又は

肢体不自由

である者 

 

   中学部 三年   学校教育法

に規定する

学齢生徒で

知的障害の

ある者又は

肢体不自由

である者 

    中学部 三年   学校教育法

に規定する

学齢生徒で

知的障害の

ある者又は

肢体不自由

である者 

 

   高等部 三年 五四 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者 

    

 

高等部 三年 五四 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者 

 

 新座柳

瀬分校 

高等部 三年 四八 中学部を卒

業した者又

はこれに準

ずる者で知

的障害のあ

るもの 

  （新設） （新設） （新設） （新設）  

 
（略） （略） （略） （略） （略） 

  
（略） （略） （略） （略） （略） 

 

備考 （略） 備考 （略） 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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